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提 案 理 由  

 条 例 の 制 定 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  
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第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 総 合 計 画 の 基 本 的 事 項 を 明 ら か に す る と と も

に 、 総 合 計 画 の 策 定 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 総

合 的 か つ 計 画 的 な 市 政 の 運 営 を 図 り 、 も っ て ま ち づ く り の 推 進 に

資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 総 合 計 画  市 の 将 来 の 長 期 的 な 展 望 の 下 に 市 政 の あ ら ゆ る 分

野 を 対 象 と し た 総 合 的 か つ 計 画 的 な ま ち づ く り の 指 針 で あ り 、

基 本 構 想 、 基 本 計 画 及 び 実 施 計 画 か ら な る も の を い う 。  

（ ２ ） 基 本 構 想  市 の 将 来 像 及 び こ れ を 達 成 す る た め の 政 策 の 大 綱

を 示 し た も の を い う 。  

（ ３ ） 基 本 計 画  基 本 構 想 に 基 づ い て 市 域 の 総 合 的 か つ 一 体 的 な 整

備 に 必 要 な 方 策 及 び 手 段 を 示 し た も の を い う 。  

（ ４ ） 実 施 計 画  基 本 計 画 の 具 体 的 な 実 施 に 関 し て 策 定 す る 計 画 を

い う 。  



（ ５ ） 市 民  市 内 に 居 住 し 、 在 勤 し 、 又 は 在 学 す る 個 人 及 び 市 内 に

事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 個 人 、 法 人 そ の 他 の 団 体 を い う 。  

第 ２ 章  基 本 的 事 項  

（ 総 合 計 画 の 策 定 ）  

第 ３ 条  市 は 、 総 合 的 か つ 計 画 的 な 市 政 の 運 営 を 図 る た め 、 総 合 計

画 を 策 定 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 総 合 計 画 の 位 置 付 け ）  

第 ４ 条  総 合 計 画 は 、 市 の 最 上 位 の 計 画 と し 、 市 が 別 に 策 定 す る 個

別 の 行 政 分 野 に 関 す る 計 画 の 策 定 又 は 変 更 に 当 た っ て は 、 総 合 計

画 と の 整 合 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  

２  市 は 、 総 合 計 画 を 基 本 方 針 と し て 市 政 の 運 営 を 行 わ な け れ ば な

ら な い 。  

（ 総 合 計 画 の 変 更 又 は 廃 止 ）  

第 ５ 条  市 は 、 市 政 に 関 す る 情 勢 に 大 き な 変 化 が あ っ た 場 合 に お い

て 、 市 の 将 来 像 の 方 向 性 を 変 更 す る 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、

総 合 計 画 を 変 更 し 、 又 は 廃 止 す る こ と が で き る 。  

第 ３ 章  策 定 方 針  

（ 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 等 の 反 映 ）  

第 ６ 条  総 合 計 画 は 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 、 地 域 の 実 情 等 を 踏 ま え 、

こ れ ら に 適 合 す る 内 容 で 策 定 す る も の と す る 。  

（ 市 民 の 参 画 の 機 会 の 確 保 ）  

第 ７ 条  総 合 計 画 の 策 定 に あ た っ て は 、 市 民 の 参 画 の 機 会 を 確 保 す

る も の と す る 。  

（ 行 政 各 部 門 の 連 携 ）  

第 ８ 条  総 合 計 画 の 策 定 に あ た っ て は 、 効 果 的 な 体 制 を 確 立 し 、 行

政 各 部 門 間 相 互 で 連 携 し な が ら 策 定 す る も の と す る 。  

（ 総 合 計 画 の 変 更 に つ い て の 準 用 ）  

第 ９ 条  前 ３ 条 の 規 定 は 、 総 合 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。  

第 ４ 章  策 定 手 続 き 等  

（ 審 議 会 へ の 諮 問 ）  



第 １ ０ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と き は 、 あ ら か じ め 、 第 １ ４

条 に 規 定 す る 亀 山 市 総 合 計 画 審 議 会 に 諮 問 す る も の と す る 。  

（ １ ） 基 本 構 想 又 は 基 本 計 画 を 策 定 し よ う と す る と き  

（ ２ ） 基 本 構 想 又 は 基 本 計 画 を 変 更 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る 場 合

に お い て 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き  

（ 議 会 の 議 決 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 基 本 構 想 を 策 定 し 、 変 更 し 、 又 は 廃 止 し よ う と

す る と き は 、 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 軽 微 な

変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。  

（ 総 合 計 画 の 公 表 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 総 合 計 画 を 策 定 し 、 変 更 し 、 又 は 廃 止 し た と き

は 、 速 や か に こ れ を 公 表 す る も の と す る 。  

（ 策 定 後 の 措 置 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 総 合 計 画 を 計 画 的 に 実 施 す る た め に 必 要 な 措 置

を 講 ず る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 総 合 計 画 の 実 施 状 況 に つ い て 公 表 す る も の と す る 。  

第 ５ 章  総 合 計 画 審 議 会  

（ 設 置 ）  

第 １ ４ 条  第 １ ０ 条 の 規 定 に よ る 諮 問 に 応 じ 調 査 審 議 す る た め 、 亀

山 市 総 合 計 画 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

（ 組 織 ）  

第 １ ５ 条  審 議 会 は 、 委 員 １ ５ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

（ １ ） 公 共 的 団 体 等 の 代 表 者  

（ ２ ） 知 識 経 験 を 有 す る 者  

（ ３ ） 公 募 に よ り 選 出 さ れ た 者  

（ ４ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者  

３  委 員 の 任 期 は 、 そ の 者 の 調 査 審 議 に 係 る 亀 山 市 総 合 計 画 の 決 定

の 日 ま で と す る 。  

第 ６ 章  雑 則  



（ 委 任 ）  

第 １ ６ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 亀 山 市 総 合 計 画 審 議 会 条 例 の 廃 止 ）  

２  亀 山 市 総 合 計 画 審 議 会 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ７ 号 ）

は 、 廃 止 す る 。  
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